
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項

（保護すべき情報の取扱い）

第１条 乙は、この特約条項が付された契約を履行するに際しては、この特約

条項の定めるところに従い、保護すべき情報（装備品等及び役務の調達に関

する情報のうち、乙に保護を求める情報として、甲が指定したものをいう。

以下同じ。）を取り扱わなければならない。

（情報セキュリティ基本方針等）

第２条 乙は、保護すべき情報を取り扱うに当たり、保護すべき情報を取り扱

う乙の業務環境等を考慮の上、別紙（甲の定める「装備品等及び役務の調達

における情報セキュリティ基準」（以下「本基準」という。））に従って、

必要な措置をとらなくてはならない。

２ 乙は、前項を実施するため、本基準に従い、情報セキュリティ基本方針を

、本基準及び情報セキュリティ基本方針に従い、情報セキュリティ規則を、

本基準及びシステムセキュリティ実施要領に従い、情報セキュリティ実施手

順を作成しなければならない。

３ 乙は、前項の規定により作成した情報セキュリティ基本方針等について、

甲の確認を受けなければならない。ただし、他の契約により既に甲の確認を

受けているものと同一のものである場合は、その旨を甲に届出をすれば足り

る。

４ 乙は、甲の確認を受けた基本方針等のうち、内容の全部又は一部を変更し

ようとするときは、あらかじめ、その内容が本基準に適合していることにつ

いて甲の確認を受けなければならない。

（下請負者に対する指導監督）

第３条 乙は、本特約条項が付された契約を履行するに当たり、これを適切に

履行する義務を負い、下請負者（契約の履行に係る作業に従事する全ての事

業者（乙を除く。）をいう。以下同じ。）に対して、適切な指導・監督を行

わなければならない。

（下請負者等に保護すべき情報を取り扱わせる際の手続等）

第４条 乙は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせ

る必要が生じた場合には、当該下請負者において情報セキュリティが確保さ

れるよう、甲の定めるところにより、適切な取扱いに必要な事項を確認しな



ければならない。

２ 乙は、前項により確認した内容を書面により甲に届出するとともに、下請

負者に保護すべき情報を取り扱わせることについて申請し、甲の承認を得な

ければならない。

３ 乙は、第三者（甲と直接契約関係にある者以外の全ての者をいう。以下同

じ。）との契約（この特約条項が付された契約以外の契約をいう。この項に

おいて同じ。）において、乙が保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共

有等を行う約定があるときは、保護すべき情報をその約定の対象から除くよ

う、当該第三者との契約を変更する等の措置を講じなければならない。

４ 甲は、第２項の規定により申請のあった内容を直接確認する必要があると

認めた場合には、乙に、その旨を申し入れるものとする。

５ 乙は、甲から前項の申し入れがあった場合には、必要な協力を行うものと

する。

６ 乙は、原則として下請負者を除く第三者に保護すべき情報を開示してはな

らない。ただし、契約の履行上又は公益上特に当該第三者に開示する必要が

あると認められる場合には、その都度、甲と協議するものとする。

（監査）

第５条 甲は、乙においてこの特約条項の定めに従い保護すべき情報の取扱い

が行われているかにつき、監査を行うものとする。

２ 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工

場その他の関係場所に派遣することができる。

３ 甲は、第１項に規定する監査の結果、乙においてこの特約条項の定めに基

づいて作成した情報セキュリティ基本方針等に従い保護すべき情報の取扱い

が行われていないと認める場合には、その是正のため必要な措置を講じるよ

う求めることができる。

４ 乙は、前項の規定により是正のため甲から必要な措置を講じるよう求めが

あった場合には、速やかに必要な措置を講じなければならない。

５ 甲は、乙の下請負者に対して直接監査を行う必要があると認めた場合には

、乙に、その旨を申し入れるものとする。

６ 乙は、甲から前項の申し入れがあった場合には、必要な協力をしなければ

ならない。

７ 第１項から第４項までの規定は、甲が行う乙の下請負者に対する監査につ

いて準用する。ただし、甲は、第３項の規定に準じて、是正のため必要な措

置を講じるよう求めるに際しては、乙を通じて求めるものとする。



（事故等発生時の措置）

第６条 乙は、本基準に従って定めた情報セキュリティ規則において、事故等

（当該規則において情報セキュリティ事故及び情報セキュリティ事象に該当

するものをいう。以下同じ。）が発生したときは、本基準に定めるところに

より適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、

その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。

２ 乙は、前項に規定する事故等がこの契約の履行及び関連する装備品等の運

用に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければな

らない。

３ 前項の協議の結果、事故等が乙の責めに帰すべき事由によるものである場

合には、その措置に必要な費用は、乙の負担とする。

４ 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。

（契約の解除）

第７条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により事故等が発生し、この契約の目

的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除す

ることができる。

２ 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用

する。

（契約履行後における乙の義務等）

第８条 第１条、第３条、第５条及び第６条の規定は、契約履行後において、

乙又は乙の下請負者が保護すべき情報を取り扱う場合について準用する。た

だし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。

２ 甲は、契約終了後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指

示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の

破棄を求めることができる。

３ 乙は、前項の指示又は求めがあった場合において、保護すべき情報を引き

続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることが

できる。

（適用の特例）

第９条 乙は、自らが保有する設備等の改修に時間を要する等の理由により直

ちに本基準に従って保護すべき情報を取り扱うことが困難な場合は、その理



由及び別紙に従った取扱いを行うことができる時期について、甲に申請しな

ければならない。

２ 乙は、前項の規定により甲に申請をした場合は、本基準に従って保護すべ

き情報を取り扱うために必要な設備等の改修等に関する事業計画を速やかに

甲に提出しなければならない。ただし、他の契約により、既に甲に対して事

業計画を提出している場合には、その旨を甲に届け出るものとする。

３ 前項の事業計画の終期は、令和１０年３月３１日を超えてはならない。

４ 甲は、第２項の規定により提出された事業計画（第２項ただし書の規定に

より届出があった場合には、その内容）を確認し、これを適当と認めたとき

は、その旨を乙に通知するものとする。

５ 乙は、前項の通知を受けた場合には、甲が適当と認めた事業計画が完了す

るまでの間は、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に

ついて（防経装第９２４６号。２１．７．３１）の規定を適用することがで

きる。


